
議案第38号 

 

   令和５年度南九州市一般会計補正予算（第14号） 

 

 令和５年度南九州市の一般会計補正予算（第14号）は，次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,157千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ28,587,970千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１

表 歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費の補正）  

第２条 繰越明許費の追加は，「第２表 繰越明許費補正」による。 

 

 

令和６年３月４日提出 

 

南九州市長  塗 木 弘 幸    

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

 旧川辺分遣所解体工事に係る工損事後調査に要する経費について補正しようとするものである。 
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１　追加 （単位：千円）

款 項 事 業 名 金 額

８　消防費 １　消防費 一般経費（消防施設費） 3,157

第　２　表　　　繰　 越 　明 　許　 費　 補　 正
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一般会計補正予算（第14号）に関する説明書
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